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廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を 

図るための基本的な方針の改訂について 

 

１．基本方針の位置づけ 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）において、「環境大臣は、廃

棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。」

（第５条の２第１項）とされている。 

基本方針（平成 13年環境省告示）における大規模災害に関する記述は以下のとおり。 

・廃棄物処理の広域的な連携体制の構築 

・余裕を持った焼却施設や最終処分場、がれき等を保管するための災害廃棄物用ストックヤード

等の整備 

 

２．平成 27年度の改正（災害廃棄物関係）の趣旨 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律」（平成 27年法

律第 58号）（平成 27年 8月 6日施行）において、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（平成 13年５月環境省告示第 34号）（以

下「基本方針」という。）の第五号として「非常災害時における前二号に掲げる廃棄物の適正な処

理に関する施策の推進等についての事項」を新たに定めることとされた。 

（参考）基本方針第三号は「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項」、

第四号は「廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項」。 

これを受けて、「巨大災害発生時における災害廃棄物に係る対策スキームについて」（平成 27 年

2月）の内容を基本として、基本方針に盛り込むべき事項を整理した。 

 

（以下廃棄物処理法の基本方針の関連箇所の抜粋） 

 

一 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向 

これまで我が国では、廃棄物の適正な処理を確保し、循環型社会を形成していくため、数次にわたる

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。）

の改正及びリサイクルの推進に係る諸法の制定等の対策が行われてきた。このような対策は、相当程度

の効果はあったものの、今なお廃棄物の排出量は高水準で推移しており、最終処分場の新規立地難は

解消されておらず、また、不法投棄を始めとする不適正処理については、改善傾向が見られるものの、未

だ撲滅には至っていない。また、循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律第百十号。以下「基本

法」という。）における優先順位が高い２Ｒ（リデュース・リユース）の取組が遅れているほか、廃棄物から

有用資源を回収する取組も十分に行われているとは言えない状況である。さらに、東日本大震災や、東

京電力福島第一原子力発電所の事故を契機として、国民の安全・安心に関する意識が高まっていること

を踏まえ、今後はより一層、環境保全と安全・安心を重視した循環の実現を図っていく必要がある。加え

て、近年、世界的な資源制約の顕在化、災害の頻発化・激甚化など、廃棄物処理・リサイクルを取り巻く

状況は大きく変化しており、また、地球温暖化を始めとする地球環境問題への対応も急務となっている。 

参考 1 
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このような周辺状況の変化に対応し、諸課題の解決を図るべく、基本法及び第三次循環型社会形成推

進基本計画に沿って、廃棄物処理法やリサイクルの推進に係る諸法等に基づく制度の適切な実施と相ま

って、改めて大量生産、大量消費、大量廃棄型の従来の社会の在り方や国民のライフスタイルを見直し、

社会における高度な物質循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができ

る限り低減される、循環型社会への転換を、さらに進めていく必要がある。 

こうした考え方を踏まえ、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策においては、基本法に定

められた基本原則に則り、まず、できる限り廃棄物の排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについて

は不法投棄・不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回

収の順にできる限り循環的な利用（再使用、再生利用及び熱回収をいう。以下「適正な循環的利用」とい

う。）を行い、こうした排出抑制及び適正な循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的利用が行われ

ないものについては、適正な処分を確保することを基本とする。また、災害により生じた廃棄物について

も、適正な処理を確保し、かつ、可能な限り分別、選別、再生利用等による減量を図った上で、円滑かつ

迅速な処理を確保することを基本とする。その際、今日、地球温暖化対策の実施が喫緊の課題であるこ

とを踏まえ、地域レベル・全国レベルで低炭素社会や自然共生社会との統合にも配慮して取組を進めて

いくことや、その実践の場として、地域の活性化にもつながる地域循環圏づくりに向け、それぞれの地域

の文化等の特性や地域に住む人と人とのつながりに着目し、エネルギー源としての活用も含めた循環資

源の種類に応じた適正な規模で循環させることができる仕組みづくりを進めることが必要である。そのた

め、エネルギー源としての廃棄物の有効利用等を含め、循環共生型の地域社会の構築に向けた取組を

推進する。そうすることで、廃棄物をめぐる問題への対応は、さらに地域社会に貢献するものとなる。 

 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項 

（略） 

 

三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項 

１ 施策の基本的枠組み 

（略） 

 

２ 国民、事業者、地方公共団体及び国の役割 

(1) 国民の役割 

（略） 

(2) 事業者の役割 

（略） 

(3) 地方公共団体の役割 

市町村は、・・・（略）・・・、災害時においても適正かつ円滑・迅速な処理体制が確保されるよう、研修等

を通じて職員の人材育成等に努めることとする。 

(4) 国の役割 

（略） 

３ 廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制の確保 

（略） 

 

四 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項 
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（略） 

 

五 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項 

１ 施策の基本的考え方 

非常災害により生じた廃棄物（災害廃棄物）は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるも

のを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止の観点から、その

適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に処理しなければならない。災害廃棄物の処理においては、環

境負荷の低減、資源の有効活用の観点から、可能な限り分別、選別、再生利用等によりその減量を図り、

将来にわたって生ずる廃棄物の適正な処理が確保されるよう、最終処分量を低減させる必要がある。 

災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に関する施策の推進及びそれを実現するために必要な処理

施設の整備、人材育成等が行われるよう、平時の廃棄物処理行政からの切れ目のない対応が必要であ

り、平時から国、都道府県、市町村、事業者等の各主体において事前の備えを確実に進めるものとする。

これにより、実効性が高い平時の仕組みを基礎としつつ、非常災害時における災害廃棄物処理に係る知

見・教訓を踏まえた施策を図ることとする。さらに、災害対策基本法第八十六条の五第一項に基づき政令

で指定された著しく異常かつ激甚な非常災害（以下「大規模災害」という。）に際しては、被災しなかった地

域も含め、全国一丸となって処理に当たることが求められることから、各主体の役割分担を明確にし、密

接な連携体制を構築するとともに、地域ブロック（原則環境省地方環境事務所が管轄する地域を想定）と

いった都道府県を越えるより広域的な連携、さらには地域ブロック間の相互連携を進めていくことが必要

である。 

 

２ 災害廃棄物対策に係る各主体の役割 

(1) 市町村の役割 

市町村は、生活環境の保全と公衆衛生上の支障の防止の観点から、災害廃棄物を含む域内の一般

廃棄物についての処理責任を有しており、平時から、災害対応拠点の視点からの施設整備や関係機関・

関係団体との連携体制の構築、災害廃棄物処理に係る訓練等を通じて、非常災害時にも対応できる強

靱な廃棄物処理体制の整備を図る。その際、国が策定する廃棄物処理施設整備計画、災害廃棄物対策

指針及び大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針等を十分踏まえながら、都道府県が策

定する災害廃棄物処理計画、災害対策基本法に基づく地域防災計画その他の防災関連指針・計画等と

整合を図りつつ、各地域の実情に応じて、非常災害に備えた災害廃棄物対策に関する施策を一般廃棄

物処理計画に規定するとともに、非常災害発生時に備えた災害廃棄物処理計画を策定し、適宜見直しを

行うものとする。 

非常災害時には災害廃棄物処理計画に基づき被害の状況等を速やかに把握し災害廃棄物処理実行

計画を策定するとともに、被災地域に存在する資機材、人材、廃棄物処理施設や各市町村が平時に搬

入している最終処分場を災害廃棄物処理に最大限活用し、極力域内において災害廃棄物処理を行うも

のとする。大規模災害時においては、災害対策基本法に基づく国の処理指針や都道府県の実行計画等

も踏まえ、広域的連携体制のもとで域内の災害廃棄物の処理を行う。また、被災市町村に対して資機材

や人材の応援、広域的な処理の受入れ等の支援を積極的に実施するものとする。 

 

 (2) 都道府県の役割 

都道府県は、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な援助及び域内の被害の状況等により災

害廃棄物処理に関する事務の一部を実施することも考えられるため、平時から、通常起こりうる災害から
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大規模な災害までを想定した事前の備えについて、災害廃棄物の適正処理、そのために必要な体制及

び処理施設の整備、さらには都道府県域を越えた広域的な対応のための円滑な連携といった観点から、

関係機関・関係団体との連携を進めるものとする。その際、国が定める廃棄物処理施設整備計画、災害

廃棄物対策指針及び大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針を十分踏まえながら、災害

対策基本法に基づいて策定される地域防災計画その他の防災関連指針・計画等と整合を図りつつ、各

地域の実情に応じて、災害廃棄物処理計画の策定又は見直し、区域内の市町村の災害廃棄物処理計

画の策定への支援を行うものとする。 

非常災害時には、域内の被害状況を踏まえ、関係機関・関係団体との連絡調整を積極的に図りながら

災害廃棄物の処理のための実行計画を必要に応じて速やかに策定するとともに、市町村等の関係機関・

関係団体と連携して域内の処理全体の進捗管理に努めるものとする。大規模災害時には国の処理指針

も踏まえ、速やかに実行計画を策定するとともに、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向け、全

体の進捗管理と必要に応じた市町村からの事務委託に基づく災害廃棄物処理を含め、被災市町村に対

する支援を行うものとする。 

 

 (3) 国の役割 

国は、大規模災害時に発生する災害廃棄物の処理や、その処理に向けた事前の備えにおいて、司令

塔機能を果たすものとする。事前の備えとしては、全国及び地域ブロック単位において、国、地方公共団

体、事業者及び専門家等の関係者の連携体制の整備を図るものとする。特に、地域ブロック単位での連

携・協力体制を強化するため、大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針を策定するとともに、

環境省地方環境事務所が中心となり、地域ブロック単位での大規模災害への備えとしての大規模災害発

生時における災害廃棄物対策行動計画の策定等を進めるものとする。さらに、複数の地域ブロックにま

たがる広域的連携体制を構築するなど、地域ブロック間の連携も促進する。非常災害発生時には、地方

環境事務所が地域の要となり、災害廃棄物対策について被災自治体等の支援等を行うものとする。また、

大規模災害発生時には、災害対策基本法に基づき速やかに処理指針を策定し、全体の進捗管理を行う

とともに、必要に応じて廃棄物処理特例地域を指定し、廃棄物処理特例基準を定めるものとする。さらに、

地方公共団体の連携・協力のみでは円滑かつ迅速に災害廃棄物処理を行うことが困難な場合であり災

害対策基本法に規定する要件に該当する場合には、国による代行処理を実施するものとする。 

 

 (4) 事業者及び専門家の役割 

イ 事業者及び技術専門家の役割 

災害廃棄物処理に関連する事業者及び技術専門家は、平時から、災害廃棄物処理に係る技術の集

約、検証及び継承に努め、地方公共団体等における計画策定等や国民への情報発信等に重要な役割を

果たすとともに、非常災害発生時においては、それぞれの役割に応じた対応を行い、適正かつ円滑・迅

速な災害廃棄物処理を促進するよう努めるものとする。大量の災害廃棄物を排出する可能性がある事業

者や、非常災害時に危険物、有害物質等を含む廃棄物を排出する可能性のある事業者は、その所有す

る施設等から発生する災害廃棄物を、主体的に処理するよう努めるものとする。 

 

ロ 大学・研究機関等専門家の役割 

廃棄物処理分野に携わる大学・研究機関や民間コンサルタント等の専門家は、災害廃棄物処理に係

る最新の科学的・技術的知見や過去の経験が効果的かつ継続的に集積され、それらが十分活用される

よう、国及び地方公共団体に対して必要な協力を行うものとする。また、発災後に重要となる廃棄物量の
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推計に係る方法論や、被災した市町村への支援の在り方等の検討の精緻化・深化に関して、平時から継

続的に重要な役割を果たすよう努めるものとする。 

 

３ 災害廃棄物対策としての処理施設の整備及び災害時の運用 

地方公共団体は、平時の備えとして地域ブロック単位で廃棄物処理施設の余力や中期的な計画を共

有し、焼却施設や最終処分場等を整備し、災害廃棄物を保管するための仮置場を確保するなど、非常災

害時にも適正かつ円滑・迅速な廃棄物処理が行われるよう努めるものとする。特に大規模災害発生時に

は、大容量の最終処分場が必要となることから、廃棄物処理センター等の公共関与による処理施設や海

面処分場の活用を検討するものとする。地方公共団体は、域内における災害廃棄物処理が可能な産業

廃棄物の処理施設や処理業者等（建設事業者を含む。）の情報把握に努めるとともに、地方公共団体の

有する廃棄物処理施設について、処理能力にあらかじめ余裕を持たせておく等の先行投資的な視点、極

力域内での処理を行うべく自らが保有する施設を最大限活用する等の主体的な取組の視点、さらには地

域ブロック単位及び地域ブロック間における地域間協調に向けて一定枠の処分容量を大規模災害時に

おける備えとして共有するといった視点も踏まえた整備に努めるものとする。大規模災害時には、通常ど

おりの廃棄物処理が困難となるとともに、膨大な災害廃棄物が発生するため、平時より災害廃棄物処理

の広域的な連携体制を構築する。国は、これらの地方公共団体の取組を技術的に支援するとともに、強

靱な廃棄物処理体制としての施設整備が図られ地域間協調が促進される財政支援のあり方を検討し、

効果的な支援を行うものとする。 

地方公共団体は、非常災害発生時においては、整備した処理施設とともに、協力の得られる民間の処

理施設を最大限活用し処理を円滑かつ迅速に行うとともに、必要に応じて適切な仮設施設の設置を含め、

処理体制を確保するものとする。 

 

４ 災害廃棄物対策に関する技術開発と情報発信 

国は、事業者や専門家等と連携し、災害廃棄物処理に係る技術的・システム的課題を体系的に整理し、

その知見を今後の対策に活用するとともに、災害廃棄物の発生量の推計手法や処理困難物の処理技術、

再生利用の促進等の災害廃棄物処理に必要な技術開発を行い、得られた成果をわかりやすく周知する。

また、地方公共団体による情報発信を支援することとし、大規模災害時には、処理方針を示すとともに、

広域的な連携等の災害廃棄物の処理体制の確保が円滑に行えるよう積極的な情報発信を行う。 

地方公共団体は、平時から、災害廃棄物の処理に関して地域住民等に対して積極的に情報発信・情

報共有を行い、災害廃棄物処理に関する住民理解の促進に努めるものとする。非常災害時には、災害

廃棄物の分別方法や仮置場の運用情報、処理の方針等に関する情報発信を積極的に実施するとともに、

非常災害時の廃棄物処理に係る住民理解の確保等に努めるものとする。 

 

六 その他廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項 

（略） 


